
    
 

令 和 ５年 ８月 ２５日 

海事局船員政策課 

 

令和５年度（第 67 回）船員労働安全衛生月間を開始します！ 

 

 

     国土交通省では、海上における船員の労働災害の防止を図るため、毎年９月を「船員

労働安全衛生月間」として、船舶所有者及び船員による自主的な安全衛生活動を推進

しています。今年度は「安全な 航海祈ると 家族の便り 無事故に備える 守り札」をスロ

ーガンに活動を実施します。 

 

    

１．概要 

船員労働安全衛生月間は、昭和３２年度から実施 

され、今年度で６７回目を迎えます。 

船舶所有者と船員が力を合わせ、海上における労 

働環境の改善、安全衛生に対する意識の高揚、死傷 

災害や疾病の発生の防止を目指し、各種取組を行う 

ものです。 

これまでの取組や関係者のたゆまぬ努力により、 

船員の災害・疾病は大幅に減少しています。 

 

２．活動期間 

   令和５年９月１日（金）～９月３０日（土） 

 

３．活動内容 

・ 船員災害防止大会（全国１１地域開催予定） 

・ 各種講演会・講習会 

・ 安全衛生に関する訪船指導 

・ 医療機関と連携した無料健康相談・訪船診療 

 

 

船員労働安全衛生月間期間中に実施する主な取組等については、別添のとおりです。 

詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認下さい。 

  （http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000006.html） 

 

 

【問い合わせ先】 

海事局船員政策課労働環境対策室  小泉、髙島 

TEL 03-5253-8111（内線 45146、45144）03-5253-8652（直通） 

 

災害発生率の推移 

疾病発生率の推移 


